
令和６年度 

一般社団法人高崎労働基準協会 

後援：高崎商工会議所 

「新入者安全衛生教育」講習のご案内 
 

 

 

   

講習科目 

① 労働災害の現状と課題（高崎労働基準監督署） ④安全な仕事の進め方 

② 職場における安全衛生管理の重要性      ⑤安全で快適な環境 

③ 安全につながる仕事の基本          ⑥日常生活での注意と健康 

ほか労働安全衛生規則第 35 条に基づく事項 

講習日時 

講習会場 

【受付】午前 8時 40 分～ 【オリエンテーション】午前 9時～ 【講義】午前 9 時 10 分～ ＊遅刻不可 

第１回 令 和 ６ 年 ５ 月 ２ １ 日 ㈫ 

高 崎 市 産 業 創 造 館 

高崎市下之城町 584番地 70 

第２回 令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ５ 日 ㈫ 

講習時間 9：00～16：10 【遅刻不可】 

受講料金 

会員事業場 ６,８２０ 円（受講料（税別）6,200 円＋消費税＋テキスト代（税込）0 円） 

＊テキスト代は協会が負担 

非会員事業場 ７,７８８ 円（受講料（税別）6,200 円＋消費税＋テキスト代（税込）968 円） 

＊会員事業場とは、群馬県内のいずれかの労働基準協会に加入している事業場のことです。 

＊講習開始日の１０日前までの申込取消は、受講料金を返金（振込の場合には手数料控除）致します。 

申込方法 

① お申込みの前に電話で予約し、「予約番号」をお取りください。 
 
② 予約番号取得後、早めに裏面の申込書をご提出ください。提出はご持参、郵送、Ｆ

ＡＸのほかネットから申込みもできます。講習日の１０日前までに提出がない場合
には、予約取消となります。 
 

③ 受講料金を下のいずれかの方法により、事前にお支払いください。郵送、銀行振込
の場合には受講日の１０日前までにお願いします。 

【ご持参】当協会事務所にご持参 【郵送】現金書留にてご郵送 

【銀行振込】振込先：群馬銀行 高崎田町支店 普通１０４７９８６ 
          一般社団法人高崎労働基準協会 

 ＊振込手数料はお申込者にてご負担ください 

申 込 先 

（お問合せ先） 

一般社団法人 高崎労働基準協会 

〒370-0045 群馬県高崎市東町 172-16 共済会館内 

＊当協会にお越しの際は、行事等により留守の場合がありますので、電話にて確認の上お越しください。 

募集人員 ６６名 

修 了 証 
講習の全科目・時間を受講された方に【修了証】を交付します。 

＊遅刻等所定の講習時間に満たない場合には修了証は交付できません。 

そ の 他 受講券、筆記具を持参してください。 

傷害補償費用保険加入 

労働安全衛生法では、新入社員や中途採用者等新たに労働者を雇い入れた場合や作業内容が変更となった労働者に対して、

安全衛生教育を行うことが義務付けられています。労働災害の防止は仕事の基本であり、労働基準監督署の指導を待つので

はなく、自主的に行うことが重要です。 

当協会では、自主的な安全衛生管理を身につけるため、下記のとおり法令に基づく「新入者安全衛生教育」講習を行いま

すので、ご案内いたします。 

本講習は、冒頭、高崎労働基準監督署長さんの講話があります。 

TEL 027-323-9847 

FAX 027-327-9015 

 

会場 



予約番号 「新入者安全衛生教育」受講申込書 

 令和６年 
５月２１日  令和６年 

６月２５日 

＊受講日に〇印を記入してください 

受講番号 

  

一般社団法人高崎労働基準協会 御中 

上記の講習を申し込みます。 
※ 受講料は講習日の１０日前までにお支払いくださ

い。お支払い確認後、受講券をお送りします。 

受

講

者 

フリガナ 生年月日        （   才） 

昭和・平成    年   月   日 氏 名 

電話     -    - 

現住所 〒  - 

 

昼食希望（500 円） 有 ・ 無 
 

昼食希望の方は、恐れ入りますが当日朝受
付にてあらためてお申込みください 

事

業

場 

会社名 代表者 

所在地 〒  - 

 

電話    -    - 
 

FAX    -    - 

連絡担当者 労働者数 

        名 
業種 

区

分 

・会員     高崎労働基準協会 

・非会員    （    ）労働基準協会 

＊該当する項目に〇印をつけてください 

※ 会員とは、群馬県内の各労働基準協会会員のことです。 
受講料金が異なりますので、ご確認の上お申し込みく

ださい。 

＊ご記入いただいた事項は、講習会の開催以外の目的では使用しません。 

 

受 講 券 

（新入者安全衛生教育） 

一般社団法人高崎労働基準協会 

 協 会 印 受講番号 

遅刻・早退の場合は、講習時間未了となるため修了証の交付はできません  

  
フリガナ   
受講者 

氏 名 
  

事業場名   

   講習日時 9：00～16：10  

 令和６年 
５月２１日 

  

 令和６年 
６月２５日 

 

 

 

 

課 

都 道 

府 県 

市 

郡 

「安全衛生推進者養成講習」受講申込書 

令和５年 
７月 25.26日 

令和５年 
12 月 20.21日 

［会場］ 高崎市産業創造館 

高崎市下之城町 584番地 70 

（講習当日の連絡先 090-9803-9847） 

環
状
線 

＜注＞ 

1. この受講券を会場受付へ提示してください 

2. 9 時 00 分までに受付を済ませ、着席してください

【遅刻不可】 

3. 当日の欠席・遅刻による受講不可となった場合、受

講料は返金致しません 

4. 昼食を希望される方は、あらためて当日朝受付にて

お申し込みください（１食 500 円） 


